
○ 個人番号を住民票の記載事項に追加し、本人等からの特別の請求に限り、個人番号を記載した住
民票の写し等を交付 

○ 個人番号を氏名、性別、生年月日、住所（４情報）、住民票コード等とあわせて住基ネットで取り扱う
本人確認情報の一つと位置付け  

１．住民票の記載事項及び住基ネットで取り扱う本人確認情報に「個人番号」を追加 

○ 番号法において、市町村長が個人番号カードを交付することを規定することに伴い、住民基本台帳
法上の住民基本台帳カードに関する規定は削除 

２．住基ネットの本人確認情報を利用できる事務を追加 

３．指定情報処理機関制度の廃止 ⇒ 地方公共団体情報システム機構に移行 

４．住民基本台帳カードに関する規定を削除⇒番号法に規定する個人番号カードに移行 

○ 個人番号を利用する機関に対し個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供できるよう、
本人確認情報を利用できる者及び事務を規定している別表を改正 

○ 各都道府県知事が指定情報処理機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システ
ム機構が都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を保存し提供することを規定 

住民基本台帳法の一部改正について 


